
令和７年度石川県地域公共交通等運行継続特別支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、令和７年度石川県地域公共交通等運行継続特別支援金（以下、

「支援金」という。）の交付について、石川県補助金交付規則（昭和３４年石川

県規則第２９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めると

ころによる。 

一  乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」と

いう。）第９条第１項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。 

二  タクシー事業者 法第９条の３第１項に規定する一般乗用旅客自動車運送

事業者をいう。 

三  運転代行事業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成１

３年法律第５７号。以下、「運転代行業適正化法」という。）第２条第２項に

規定する自動車運転代行業者をいう。 

 

（目的） 

第３条 知事は、燃料価格の高騰の影響を受け、厳しい経営環境に直面している地

域公共交通等事業者の事業継続を支援するため、その保有する交付対象車両の台

数に応じて、予算の範囲内において支援金を交付する。 

 

（支援金の交付対象者及び交付額等） 

第４条  支援金の交付対象者、交付対象車両、交付額及び不支給要件は、乗合バス

事業者にあっては別表第１、タクシー事業者にあっては別表第２、運転代行事業

者にあっては別表第３に定めるとおりとする。 

 

（交付申請並びに実績報告） 

第５条  支援金の交付を受けようとする者は、交付申請書並びに実績報告書（様式

第１号）に必要な書類を添えて、知事に提出するものとする。 

 

（交付決定並びに額の確定） 

第６条  知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、これを正当と認め

るときは、支援金の交付決定並びに額の確定を行い、その旨を申請者に通知する

ものとする。 

 

（支援金の経理等） 

第７条  支援金の交付を受けた者は、支援金に係る経理を明確にした帳簿及び証拠

書類を整理し、支援金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存す



るものとする。 

 

（支援金の支払い） 

第８条  この要綱に基づく支援金は、額の確定後精算払いにより支払うものとする。 

 

（交付決定の取り消し及び返還） 

第９条 知事は、交付対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、支援金の

交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一

部の返還を命ずることができる。 

 一 この要綱の規定に違反した場合 

 二 支援金の交付決定の条件に違反した場合 

 三 交付申請書並びに実績報告書に虚偽の記載をした場合 

 

（その他） 

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和７年５月１日から施行し、令和７年度の補助金に限り適用する。 

 



別表第１（第４条関係） 

区 分 乗合バス事業者 

交付対象事業者 

次の要件をすべて満たす乗合バス事業者 

・県内に営業所を有する者 

・令和７年４月１日から交付申請日までの間、継続して事業

を実施している者 

・交付申請日以降も事業を継続する予定の者 

交付対象車両 

令和７年４月１日時点で、国土交通省北陸信越運輸局石川

運輸支局（以下、「運輸支局」という。）に登録され、県内の

営業所に配置している事業用自動車のうち、次の路線等の運

行の用に供する車両 

・路線バス及び県内特急バス（小松空港連絡バス、定期観

光バス、周遊観光バス、その他主に観光を目的とする路

線は除く） 

 

ただし、次に掲げる車両は、交付対象車両から除く。 

①乗合バス事業者が受託する運行に係る経費のうち運賃

収入等（委託料を含む。）を除いた実負担額の全部が、

当該乗合バス事業者以外の者により補填される運行に

専ら使用する車両 

②市町等の委託等を受けて運行するコミュニティバス専

用車両 

③交付申請日までの間に、道路運送車両法（昭和２６年法

律第１８５号）に基づく永久抹消登録又は一時抹消登録

を受けた車両 

④自動車検査証の有効期間が満了した車両 

交付金額 交付対象車両１台につき１５０，０００円 

 

 



別表第２（第４条関係） 

区分 タクシー事業者 

交付対象事業者 

次の要件をすべて満たすタクシー事業者 

・県内に営業所を有する者 

・令和７年４月１日から交付申請日までの間、継続して事

業を実施している者 

・交付申請日以降も事業を継続する予定の者 

交付対象車両 

令和７年４月１日時点で、運輸支局に登録され、県内の

営業所に配置している事業用自動車（タクシー事業の用に

供する車両に限る） 

 

ただし、次に掲げる車両は、交付対象車両から除く。 

①福祉輸送事業の用に限り使用する車両 

②交付申請日までの間に、道路運送車両法に基づく永久

抹消登録又は一時抹消登録を受けた車両 

③自動車検査証の有効期間が満了した車両 

交付金額 交付対象車両１台につき５０，０００円 

不交付要件 
・石川県飲酒運転根絶宣言実施要綱に定める飲酒運転根絶

宣言事業所の登録が未了となっていること 

 



別表第３（第４条関係） 

区 分 運転代行事業者 

交付対象事業者 

次の要件をすべて満たす運転代行事業者 

・県内に営業所を有する者 

・令和７年４月１日から交付申請日までの間、継続して事

業を実施している者 

・交付申請日以降も事業を継続する予定の者 

交付対象車両 

令和７年４月１日時点で、石川県公安委員会に随伴用自

動車として申請又は届出し、県内の営業所に配置している

車両 

 

ただし、次に掲げる車両は、交付対象車両から除く。 

①交付申請日までの間に、道路運送車両法に基づく永久

抹消登録又は一時抹消登録を受けた車両 

②自動車検査証の有効期間が満了した車両 

交付金額 交付対象車両１台につき３０，０００円 

不交付要件 

・「運転代行業の法令遵守状況に係る自主点検表」に基づく

自主点検の結果、適合しない項目があること 

・交付申請日前１年以内に、運転代行業適正化法に基づく

指示処分又は営業停止処分を受けていること 

・未納となっている県税又は労働保険料があること 

・石川県飲酒運転根絶宣言実施要綱に定める飲酒運転根絶

宣言事業所の登録が未了となっていること 

 



様式第１号 

令和 年 月 日 

 

 石川県知事      様 

 

                 所在地又は住所 

名称及び代表者名       

 

石川県地域公共交通等運行継続特別支援金交付申請書並びに実績報告書 

  

 標記支援金の交付について、関係書類を添えて、下記のとおり交付申請並びに実

績報告します。 

記 

１ 支援金の額 

区 分 算 定 式 申 請 額 

乗合バス事業者 150,000 円×（    ）台         円 

タクシー事業者 50,000 円×（    ）台         円 

自動車運転代行業者 30,000 円×（    ）台         円 

申請額（合計）         円 

 

２ 交付対象車両 

   別紙のとおり 

 

３ 宣誓・同意事項 

 ※以下の項目に宣誓又は同意する場合にチェック印☑をしてください 

 （支援金の交付にはすべての項目に☑が必要です。） 

 □ 交付要綱第４条に規定する交付対象者及び交付対象車両の要件を満たしています。 

 □ 交付要綱第４条に規定する不交付要件には該当しません。 

□ 申請要件に該当しない事実や不正受給等が判明した場合は、補助金の返還に応じます。 

□ 申請内容に関する軽微は記入間違い等については、石川県が補正することに同意します。 

□ 申請内容の不備が、石川県が指定する期限までに解消されなかった場合は、石川県が当

該申請は取り下げられたものとみなすことについて同意します。 

 □ 知事が行う関係書類の提出指示、事情聴取等には誠実に応じます。 

 
（発行責任者） 

所 属             

氏 名             

電話番号            

（担当者） 

所 属             

氏 名             

電話番号            

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ            



別紙 

交付対象車両一覧表                    （事業者名   〇×交通  ） 

No 車両番号 車検証の有効期間 備 考 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

※欄が不足する場合は、適宜追加してください。 



様式第２号 

令和 年 月 日 

 

 石川県知事      様 

 

                 所在地又は住所 

名称及び代表者名       

 

石川県地域公共交通等運行継続特別支援金支払請求書 

  

 令和 年 月 日付け交通第   号により交付決定並びに額の確定通知を受

けた石川県地域公共交通等運行継続特別支援金の精算払を受けたいので、石川県補

助金交付規則の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

１ 請求額                    円 

 

２ 請求内訳 

交付決定額（確定額）               円 

交付済額              ０円 

精算請求額               円 

 

３ 振込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関名  

支店名  

預金種類  

口座番号  

口座名（フリガナ）  

（発行責任者） 

所 属             

氏 名             

電話番号            

（担当者） 

所 属             

氏 名             

電話番号            

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ            


